
住民基本台帳の閲覧について 

 

◎閲覧の予約 

住民基本台帳の閲覧には、予約が必要となります。受付日の属する月の翌月末までの予約を電話または窓

口で受付けます。受付時間は、開庁日の午前８時 30分から午後５時 15分までになります。閲覧希望日の

10日前までに、閲覧目的、閲覧希望日時、申出者氏名（法人等団体に所属する場合は団体名）、連絡先を伝

えたうえで閲覧日を特定してください。 

 

◎住民基本台帳閲覧申出書及び誓約書等の提出 

閲覧日の 3日前までに、住民基本台帳閲覧申出書（様式３）及び誓約書（様式 4）と次のその他の提出書

類を、郵送または窓口で提出してください。 

《その他の提出書類》 

●閲覧目的または理由を証明できる書類 

●法人の場合は、法人の概要がわかる資料  

●大学等の場合は、大学等の認可がわかる証明書 

●法人の場合は、個人情報の保護に係る対応がわかる資料 

●個人、法人を問わず、閲覧の申出を公共団体等から受託した場合は、委託者との関係がわかる  

  委託契約書等の写し 

 

◎閲覧の当日 

閲覧は指定の場所になります。 

閲覧時間は午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までとなります。閲覧は、半日を 1単位とし、

申出者またはその閲覧者がすることができる予約は、1回１単位分のみとし、１日に 1回、または同一月に

4回を限度とします。 

閲覧の人員は、1回の申出について 1名となります。 

閲覧の手数料は住民基本台帳登録者１人につき３００円となります。 

 

◎閲覧者の身分確認 

閲覧者は、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証など官公庁が発行した顔写真貼付の本人確認書

類を必ず持参してください。 

 

◎閲覧が出来ない日 

休日、月曜日及び日曜日と連続する休日の翌日、閲覧簿の改製作業期間 

 

◎閲覧記録用紙 

閲覧記録用紙は町指定の用紙を使用してください。閲覧終了時にご提出いただき、手数料の納付後、閲覧

記録用紙の写しをお渡しいたします。 

 

◎閲覧利用状況の報告 

申出者は、閲覧後１０日以内に大磯町住民基本台帳閲覧利用状況報告書（様式６）を郵送または窓口で提

出してください。 

 

◎書類提出及び問合せ先 

〒255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯１８３番地 

大磯町役場 町民福祉部町民課戸籍係（本庁舎 1階） 

 電話 0463-61-4100（内線 27３） 


